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特集  安定した水・安心できるくらしのために！
  ～ななせダム（大分川ダム）が完成～

2020年

春号
お花もみんなと一緒
でお水が必要だね！
みんなも安全安心な
水道水で水分補給を

上下水道局マスコットキャラクター　みずタン

問　上下水道局営業課　料金センター　☎538-2416

水道水をたくさん使うお客さまや

地下水利用のお客さまに

お得な制度のお知らせ

　上下水道局では、年間3,000㎥以上水道水を使用する
お客さまや、地下水利用のお客さまを対象とした「大口
使用者等特別料金制度」を設けています。
　制度を利用するお客さまごとに基準水量を設定し、基
準水量を超えて使用した水道水を、特別料金（１㎥当た
り230円）で提供します。

詳しくはこちらから▲
　（市ホームページ）

※制度のご利用には申込みが必要です。
　詳しくは、お問い合わせください。

対　　　　象 基 準 水 量
地下水を利用

平成28年度に使用された２カ月ごとの使用水量
平成28年度に年間3,000㎥以上使用

平成29年度以降に年間3,000㎥以上使用 平成29年度以降に初めて年間3,000㎥以上使用
実績のある年度の２カ月ごとの使用水量

平成29年度以降に使用開始し年間3,000㎥以上見込み ０㎥

アパート・マンションの所有者、管理組合の皆さまへ
新助成金制度「共同住宅排水設備工事促進助成金」

　共同住宅（アパート・マンション等）の浄化槽を廃止して公共下水道に接続する場合、その
工事費の一部を助成します。　※ご利用には条件があります。詳しい内容については、お問い合わせください。

制度の対象となる工事 助成額

下水道本管が整備されて１年以内の接続工事（注1） 工事費の30%
（上限額 100 万円）（注1）　令和３年度までは、下水道本管が整備されて１年以上

 経過していても助成の対象とします。

問　上下水道局営業課　排水設備担当班　☎537-5641 詳しくはこちらから▲
（市ホームページ）

ご存じ
 ですか?

この機会に、ぜひご利用ください。
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ダム湖（のつはる湖）を見渡せ
る「道の駅のつはる」

周辺施設

さまざまなイベントや交流に
活用する「（仮称）のつはる天空
広場」

　大分川の支川である野津原地区の七瀬川に、「ななせダム」が完成しました。
「ななせダム」は、水道用水を確保する「利水」や、洪水を防ぐために水の流れを
調節する「治水」、「環境保全」などの役割がある多目的ダムとなっています。

特集 安定した水・安心できるくらしのために！
～ななせダム（大分川ダム）が完成～

写真提供：国土交通省大分川ダム工事事務所

問　上下水道局水道整備課　☎538-2405

治水 洪水を防ぐ その他 環境保全等利水 水道用水を確保

　大雨が降っても安心して暮らせる
ように、上流に降った大雨をダムに
いったん貯め、下流へ流す水量を調
節（洪水調節）することで、大分川沿
岸の地域の洪水を防ぎます。

　雨が降らない日が続いて川の水量
が少なくなると、水辺の生き物が生
息しにくくなります。必要なときに
ダムに貯めた水を補給することで、
川の水量を保ち、水辺の生き物が安
心して生息できるようにします。

　川の流量が豊かなときにダムに水
を貯め、必要なときに供給すること
で、新たな水資源（水道用水）を確保
します。
　古国府浄水場の水利権（水を利用
する権利）が、ダム完成後に増えるの
で、市内に安定して給水ができるよ
うになります。

古国府浄水場の水利権

50,000 ㎥／日 ダム事業参画前

73,000 ㎥／日
ダム事業参画
暫定水利権
23,000㎥/日

85,000 ㎥／日
ダム完成後
安定水利権
35,000㎥/日

ななせダムの役割

みんなに水道水が安定して供給されるよ！
安心して使ってね！

ななせダム

芹川ダム

七瀬川 七瀬川
自然公園
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制　服

水道・下水道 おおいたのおおいたの おおいたの水道・下水道 水道・下水道

上下水道局 事業の実施体制について

料金センター業務を民間事業者に委託しています

　上下水道局では、災害の発生に備えて管路の耐震
化や浄水場間の緊急時連絡管の整備等の取り組みを
行っていますが、断水や給水制限が必要となる場合
もあります。
　そのため、ご家庭でも災害の備えをお願いします。

※�沸騰させたり浄水器を通した水は塩素による殺菌効果
がなくなることがあります。

上下水道局では料金センター業務をヴェオリア・ジェネッツ㈱、マイタウンサービス㈱、協業
組合大分管工事センターが行っています。

清潔なフタ
つき容器を
使用

満水にする

冷暗所に保
管（3日程度
保存可）

水道水を
入れる

３日分× ×
1日３リットル 家族の人数

いつ起こるか分からない災害に備えて

１人１日３リットルの水を
 3日分備蓄しましょう

お風呂の水は抜かずに生活
用水として準備しておくこ
とも効果的です。

総 務 課 538-2403 人事管理、情報システム処理、工事の入札・契約

経営企画課 538-2404 上下水道行政の総合企画、予算・決算、財産管理

営 業 課 538-2434 料金等の徴収、給排水の審査・検査業務
水 道 維 持
管 理 課 538-2433 給配水施設の維持管理、漏水修繕関係業務

水道整備課 538-2405 水道事業の総合基本計画、�水道施設の新設・改良

浄 水 課 543-8911 浄水場の維持管理、水質に関すること
下 水 道
整 備 課 537-5662 公共下水道の新設

下 水 道
施設管理課 537-5642 水資源再生センター・公共下水道の維持管理

上下水道局 上下水道部　代表 ☎538-1211

上下水道局公式Facebookページ運用中！
アドレス https://www.facebook.com/OitaSuidou/

上下水道局公式ツイッターを配信中！
アドレス  https://twitter.com/oita_suidou/
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ヴェオリア・ジェネッツ㈱ マイタウンサービス㈱ 協業組合大分管工事センター

外勤員 外勤員 検針員

問　上下水道局営業課　☎538-2434
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水道・下水道おおいたの おおいたの おおいたの水道・下水道 水道・下水道

☎538-1211（平日の午前8時30分～午後5時15分）
☎538-1812（土・日曜日、祝日、夜間の緊急連絡先）代表上下水道に関する

お 問 い 合 わ せ 先

　上下水道局では、市民の皆さまに安全で良質な水道水を
お届けするために、定期的に水質検査を行い、水質管理に
万全を期しています。
　この水質検査を行う項目・採取場所・頻度等について記
載したものが水質検査計画です。
　計画に沿って水質検査を行い、その結果を市ホームペー
ジや水道水質管理年報等で皆さまにお知らせしていきま
す。
　なお、『令和2年度�水質検査計画』については、右記閲覧
場所や市ホームページでご覧になれます。ご意見等ござい
ましたら、水質管理室までご連絡ください。

【閲覧場所】
上下水道局浄水課、各料金センター、各支所、
情報公開室

【ホームページ】
市ホームページ内

「水質検査計画」をご覧ください。

『令和２年度　水質検査計画』を策定しました

問　上下水道局浄水課　水質管理室　☎543-8911

営業時間：月曜日～金曜日の午前８時30分から午後５時15分まで（土・日曜日、祝日を除く）

▲

 転入・転居により新しく水道の使用を始めるとき 水道使用開始届

窓口での届け出

水道料金等のお支払いは口座振替が便利です

納期限について

窓口 電話

▲

  引っ越しなどで水道の使用を止めたり、長期間使用しないとき 水道使用中止届 インターネット

▲

 水道は引き続いて使用するが、使用者の名前が変わるとき 水道使用者名義変更届 窓口

中央料金センター

電話

料金センター、市役所市民課、各支所で届け出ができます。

電話での届け出 料金センターに連絡してください。

インターネット
での届け出

料金センターからの
お知らせ

国道197号 舞鶴橋

城址
大分

公園市役所
●

消防局
●

●県庁

引っ越しの手続き（開始届・中止届）をお忘れなく
水道の届け出は、以下の場合に必要となりますのでお早めにお願いします。届け出をする際には、
検針票（水道使用量等のお知らせ）や領収書などに記載されている「上下水道番号」をお知らせください。

大
分
川

中央料金センター
（上下水道局1階）

届
出
方
法 市ホームページ内

　　電子申請 → 「水道使用開始届」「水道使用中止届」

● 水道料金等の納期限は、請求月の最終日（土・日曜日、祝日は翌営業日）です。
  お支払等のご相談は料金センターまでご連絡ください。

● 納付のたびに、金融機関等へお出かけになる必要もなく大変便利です。
● 水道料金・下水道使用料のお支払いは、便利で安心な口座振替をご利用くだ

さい。

電子申請 検   索

問　上下水道局営業課　料金センター　☎538-1211（代表）　☎538-2416

この広報紙の内容は、３月１日㈰から市ホームページでもご覧になれます。（市ホームページアドレスhttps：//www.city.oita.oita.jp/）

水質検査計画 検  索
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